
議案第３５号 

 

大口町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に

関する条例の一部改正について 

 

大口町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとする。 

 

  令和８年３月３１日提出 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博 

 

 （提案理由） 

 この案を提出するのは、特定乳児等通園支援事業に係る利用料を定めることに伴

い、この条例の一部を改正するため必要があるからである。 
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大口町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に 

関する条例の一部を改正する条例 

 

大口町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例

（平成２７年大口町条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

題名中「及び特定地域型保育事業」を「、特定地域型保育事業及び特定乳児等通

園支援事業」に改める。 

第１条中「及び特定地域型保育事業」を「、特定地域型保育事業及び特定乳児等

通園支援事業」に改める。 

第２条に次の２号を加える。 

 (6) 特定乳児等通園支援事業 法第３０条の２０第１項に規定する特定乳児等通

園支援を提供する事業をいう。 

 (7) 乳児等支援給付認定保護者 法第３０条の１５第３項に規定する乳児等支援

給付認定保護者をいう。 

 第５条第２項中「保育所をいう」の次に「。以下同じ」を加える。 

 第１０条を第１１条とする。 

 第９条中「毎月分の」を削り、同条を第１０条とする。 

 第８条中「延長保育料」の次に「並びに特定乳児等通園支援事業利用料」を加え、

同条を第９条とする。 

 第７条の次に次の１条を加える。 

（特定乳児等通園支援事業利用料の徴収） 

第８条 町長は、町立保育園において特定乳児等通園支援事業を利用する子どもの

乳児等支援給付認定保護者から別表第４に定める乳児等通園支援事業利用料を

徴収する。 

 別表に次の１表を加える。 

別表第４（第８条関係） 

区分 利用料 
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１ 生活保護法による被保護世帯 １時間当たり

０円 

２ 同一の世帯に属する全ての者の地方税法第２９２条第１項

第２号に掲げる所得割額を合算した額が７７，１０１円未満で

ある世帯又は法第３０条の４第３号に規定する市町村民税非

課税者 

１時間当たり

１００円 

３ 大口町要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童

のいる世帯又は町長が特に支援の必要があると認めた世帯 

１時間当たり

１００円 

４ １から３以外 １時間当たり

３００円 

 備考 

１ この表の区分２における市町村民税については、当該年度の４月分から８

月分までの利用料の算定にあっては前年度分の、当該年度の９月分から３月

分までの利用料の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額を用いるもの

とする。 

２ この表の区分２における地方税法第２９２条第１項第２号の所得割を計算

する場合には、同法第３１４条の７、第３１４条の８及び第３１４条の９並

びに附則第５条第３項、附則第５条の４第６項、附則第５条の４の２第５項、

附則第５条の５第２項、附則第７条の２第４項及び第５項、附則第７条の３

第２項並びに附則第４５条の規定は適用しないものとする。 

３ 乳児等支援給付認定保護者又は当該乳児等支援給付認定保護者と同一の世

帯に属する者が指定都市の区域内に住所を有していた者であるときは、これ

らの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有していた者とみなして、

市町村民税所得割課税額を算定するものとする。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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大口町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の一部改正新

旧対照表 

新 旧 

大口町特定教育・保育施設、特   

定地域型保育事業及び特定乳児   

等通園支援事業の利用者負担等   

に関する条例  

大口町特定教育・保育施設及び   

特定地域型保育事業の利用者負   

担等に関する条例  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号。以下「法」とい

う。）に基づき、特定教育・保育施設、特定

地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業

の利用者負担額を定めるとともに、利用者負

担額その他利用料の徴収に関し必要な事項を

定めるものとする。 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号。以下「法」とい

う。）に基づき、特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の利用者負担額を定めると

ともに、利用者負担額その他利用料の徴収に

関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略 

(6) 特定乳児等通園支援事業 法第３０条の

２０第１項に規定する特定乳児等通園支援

を提供する事業をいう。 

 

(7) 乳児等支援給付認定保護者 法第３０条

の１５第３項に規定する乳児等支援給付認

定保護者をいう。 

 

（利用者負担額の徴収） （利用者負担額の徴収） 

第５条 略 第５条 略 

２ 町長は、町立保育所（大口町立保育所設置

条例（昭和５０年大口町条例第１８号）第２

条に規定する保育所をいう。以下同じ。）に

おいて教育・保育給付認定子どもに対して保

育を行ったときは、当該教育・保育給付認定

子どもの教育・保育給付認定保護者等から、

使用料として第３条第１項第２号及び同条第

２項に定める利用者負担額を徴収する。 

２ 町長は、町立保育所（大口町立保育所設置

条例（昭和５０年大口町条例第１８号）第２

条に規定する保育所をいう。）において教

育・保育給付認定子どもに対して保育を行っ

たときは、当該教育・保育給付認定子どもの

教育・保育給付認定保護者等から、使用料と

して第３条第１項第２号及び同条第２項に定

める利用者負担額を徴収する。 

 （特定乳児等通園支援事業利用料の徴収）  
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新 旧 

第８条 町長は、町立保育園において特定乳児

等通園支援事業を利用する子どもの乳児等支

援給付認定保護者から別表第４に定める乳児

等通園支援事業利用料を徴収する。 

 

（利用者負担額等の減免） （利用者負担額等の減免） 

第９条 町長は、第５条から前条までの規定に

より徴収すべき利用者負担額、休日保育料及

び延長保育料並びに特定乳児等通園支援事業

利用料（次条において「利用者負担額等」と

いう。）を減額し、又は免除することができ

る。 

第８条 町長は、第５条から前条までの規定に

より徴収すべき利用者負担額、休日保育料及

び延長保育料（次条において「利用者負担額

等」という。）を減額し、又は免除すること

ができる。 

（利用者負担額等の納期） （利用者負担額等の納期） 

第１０条 町長が徴収する利用者負担額等の納

期は、町長が指定する期日とする。 

第９条 町長が徴収する毎月分の利用者負担額

等の納期は、町長が指定する期日とする。 

（委任） （委任） 

第１１条 略 第１０条 略 

別表第４（第８条関係）  

区分 利用料 

１ 生活保護法による被保護世

帯 

１時間当たり

０円 

２ 同一の世帯に属する全ての

者の地方税法第２９２条第１

項第２号に掲げる所得割額を

合算した額が７７，１０１円

未満である世帯又は法第３０

条の４第３号に規定する市町

村民税非課税者 

１時間当たり

１００円 

３ 大口町要保護児童対策地域

協議会に登録された要支援児

童のいる世帯又は町長が特に

支援の必要があると認めた世

帯 

１時間当たり

１００円 

４ １から３以外 １時間当たり

３００円 
 

 

備考  

 １ この表の区分２における市町村民税につ  
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新 旧 

いては、当該年度の４月分から８月分まで

の利用料の算定にあっては前年度分の、当

該年度の９月分から３月分までの利用料の

算定にあっては当該年度分の市町村民税の

額を用いるものとする。 

２ この表の区分２における地方税法第２９

２条第１項第２号の所得割を計算する場合

には、同法第３１４条の７、第３１４条の

８及び第３１４条の９並びに附則第５条第

３項、附則第５条の４第６項、附則第５条

の４の２第５項、附則第５条の５第２項、

附則第７条の２第４項及び第５項、附則第

７条の３第２項並びに附則第４５条の規定

は適用しないものとする。 

 

３ 乳児等支援給付認定保護者又は当該乳児

等支援給付認定保護者と同一の世帯に属す

る者が指定都市の区域内に住所を有してい

た者であるときは、これらの者を指定都市

以外の市町村の区域内に住所を有していた

者とみなして、市町村民税所得割課税額を

算定するものとする。 
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改 正 要 旨 

 

１ 改正の趣旨 

  子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により、令和８年４月１日から

提供する特定乳児等通園支援事業に係る利用料を定めるため改正するものです。 

   

２ 改正の概要 

 (1) 利用料について 

   特定乳児等通園支援事業を利用する保護者から徴収する利用者負担額につい

ては、以下のとおりとします。 

区分 利用料 

１ 生活保護法による被保護世帯 １時間当たり

０円 

２ 同一の世帯に属する全ての者の地方税法第２９２条第１項

第２号に掲げる所得割額を合算した額が７７，１０１円未満で

ある世帯又は法第３０条の４第３号に規定する市町村民税非

課税者 

１時間当たり

１００円 

３ 大口町要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童

のいる世帯又は町長が特に支援の必要があると認めた世帯 

１時間当たり

１００円 

４ １から３以外 １時間当たり

３００円 

 

 (2) 利用料の減免について 

   規則で定めるところにより特定乳児等通園支援事業に係る利用料を減額し、

免除することができることとします。 

   

３ 施行期日 

  令和８年４月１日から施行します。 
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